
次期 滋賀県障害者プランの策定について
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令和８年６月２日（火）

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

資料２令和８年度 第１回滋賀県障害者施策推進協議会



１ 基本的事項
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＜１＞プラン策定の趣旨

• 現行の「滋賀県障害者プラン」（R3～R8）では、「県民一人ひとりが輝ける健やかな滋賀の実現」を基本理念

に、施策を進めてきました。

• 国においては、障害者差別解消法や障害者総合支援法の改正、情報アクセシビリティ・コミュニケーション施

策推進法や手話施策推進法の制定など、共生社会に向けた制度整備が進んでいます。

• 本県でも、「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」の趣旨に基づき、令和５年12月には「滋賀県手話

をはじめとする意思疎通促進に関する条例」を施行しました。

• これらの状況と、現行プランの成果・課題、障害者の現状、国スポ・障スポレガシー、国の障害福祉サービス

等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針および施策、そして滋賀県基本構想「変

わる滋賀続く幸せ」を踏まえ、令和９年度からの新しい計画を策定するものです。



１ 基本的事項
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＜２＞法律上の位置づけ

滋賀県障害者プランは、国が定める障害者計画と障害福祉計画・障害児福祉計画を一体的に策定したものです。

各計画の概要と策定の根拠となる法律は以下の表のとおりです。

障害者計画は国が策定する障害者基本計画を基本として策定し、障害福祉計画等は、国が示す基本指針に即して策定する

こととされています。

障害者計画 障害福祉計画・障害児福祉計画

各
計
画
の
概
要

障害者施策の基本計画として、施策を総合的かつ計画的に推進

し、障害者の自立と社会参加を促進するために策定する。

策定に当たっては、国の障害者基本計画を基本とし、障害者施

策推進協議会の意見を聴かなければならない。

⇒ 障害者施策の基本的な事項や理念を定めるもの。盛り込まれた

事項は個別事業として具現化する。

障害福祉サービス等（自立支援給付・障害児支援に係る給付）及び相

談支援並びに地域生活支援事業の提供体制確保と円滑な実施を確保す

るための基本的事項を定めるもの。

策定に当たっては、（障害者自立支援）協議会の意見を聴くように努

めることとされている。

⇒障害者施策のうち特に障害福祉サービス等の整備目標と確保策につい

て定めるもの。

根
拠
と
な
る
法
律

障害者基本法

（障害者基本計画等）第十一条 同条第二項

都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府

県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者

のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。

障害者総合支援法

（都道府県障害福祉計画）第八九条第一項

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資する

ため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体

制の確保その他のこの法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定

めるものとする。

期間 ５年間 ３年間



＜３＞滋賀県における障害者プランの位置づけ

県では、障害者プランの他に高齢者福祉に関する「レイカディア滋賀高齢者福祉プラン」、子どもの福祉に関する「淡海子ど

も・若者プラン」、分野を横断した地域福祉に関する「滋賀県地域福祉計画」などを策定し各施策を実施しています。障害者プ

ランを含め各プランは相互に関連、補完し合いながら策定されています。これらのプランは、滋賀県全体の施策の基盤として策

定されている「基本構想」を具体化するための計画として位置づけられています。

滋賀県基本構想

そ
の
他
の
関
連
計
画

淡
海
子
ど
も
・若
者
プ
ラ
ン

滋
賀
県
障
害
者
プ
ラ
ン

レ
イ
カ
デ
ィ
ア
滋
賀
高
齢
者

福
祉
プ
ラ
ン

滋
賀
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

※地域福祉施策とそれぞれの福祉施策の関係
現行の公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題など、地域における
多様な課題に対応するための地域の支え合い

支
援

市
町
に
よ
る
地
域
福
祉
の
推
進
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１ 基本的事項



１ 基本的事項
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＜４＞滋賀県基本構想（2019年度～2030年度）

滋賀県基本構想は「変わる滋賀 続く幸せ」を基本理念として、人、経済、社会、環境の４つの視点から「経済」・

「社会」・「環境」の調和による持続可能な滋賀県の実現を目指すものです。概要は以下の図のとおりです。

変わる滋賀 続く幸せ
（Evolving  SHIGA）

人
自分らしい未来を描ける生き方

「人生100年時代」と言われる長寿の 時代の中、誰も
が生涯を通じ、自分らしく からだもこころも健やか
な生活を送ること ができ、柔軟なライフコースを自
由に描く ことができるよう、環境の整備を進めます。

経済
未来を拓く 新たな価値を生み出す産業

世界の経済情勢の変化や技術革新が激しく、 就業構造
の変化が続く中、グローバルな 経営視点や先端技術等
により、競争力を有 する県内産業の創出と、多様な人
材の 育成・確保や事業承継を支援します。

社会
未来を支える多様な社会基盤

人口減少、高齢化の進展により、地域それぞれの状況
が変わっていく中、地域社会を支える基盤として、道
路や河川、ICT環境などの社会インフラの整備や、多
様な人々の参加による住民が主体となった地域づくり
などを進めます。

環境
未来につなげる豊かな自然の恵み

持続可能な社会経済活動が世界の潮流となる中、すべ
てのいのちの基盤として、琵琶湖や環境の保全再生と
活用や、地球規模の環境問題への対応、持続可能な社
会づくりを担う人材の育成などを進めます。

４つの視点

基本理念

「経済」・「社会」・「環境」の調和による持続可能な滋賀
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＜４＞滋賀県障害者プラン計画

現プランは、全体の計画期間を６年間（令和３年度～令和８年度）とし、重点施策部分については、３年経過

時に見直すこととしており、令和５年度に見直しています。

今回の改定では期間設定については継承し、全体の計画期間を６年間（令和９年度～令和14年度）とします。

以下の表は国が示す障害者基本計画や障害福祉計画の基本指針の期間と滋賀県障害者プランの期間の関係につい

て、経過を示しています。

１ 基本的事項

(年度） R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

障害者基本法に基づく
国の障害者基本計画

障害者総合支援法に基づく
障害福祉計画（国の基本指針）

児童福祉法に基づく
障害児福祉計画(国の基本指針）

県

国

滋賀県障害者プラン
2021

次期　滋賀県障害者プラン

←  一部改定  →

第８期計画期間
第９期計画期間

（予定）

第４期計画期間
第５期計画期間

（予定）

第７期計画期間

←  一部改定  →

第４次計画
（H30～R４）

第６次計画
（終期未定）

第２期計画期間 第３期計画期間

第６期計画期間

滋賀県障害者プラン

第５次計画
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＜５＞プランの進め方

次期プラン策定の進め方は、以下の手順により、障害当事者の皆さん、障害福祉サービスの事業を実施している皆さんなど、

関係者の皆さんの御協力をいただき、策定することを予定しております。

１ 基本的事項

① 県障害者施策推進協議会を年４回実施し、次期プラン策定の進捗管理を確実に行う。

② 策定にあたり、障害当事者による現行プランの評価および次期プランの内容等に関する意見聴取を確実に行う。
• 各当事者団体・関係団体に現行プランの評価や新プランに盛り込むべき内容等を聴取
• 骨子案の段階と、原案の段階（県民政策コメント）で意見照会

③ 滋賀県障害者自立支援協議会（および各地域自立支援協議会）によるこれまでの議論の取りまとめを現行プランの評価
に活用する。

④ また、次期プランの内容等に関する検討においては、既存の審議会や滋賀県障害者自立支援協議会の各部会などを積極
的に活用する。

⑤ それ以外の重点分野については、障害者施策推進協議会内に検討の小委員会を設置し、議論を深めていただく。
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＜６＞プラン策定のスケジュール

１ 基本的事項

R８
６月２日

第１回障害者施策推進協議会開催（現プランの進捗状況・評価）

６～７月 分野ごとの小委員会開催①（該当分野に対する意見）

８月 第２回障害者施策推進協議会開催（プラン骨子案）

９月 分野ごとの小委員会開催②（次期プランに盛り込むべき内容）

11月 第３回 障害者施策推進協議会開催（プラン素案）

12月 県民政策コメント（～１月）

R９
３月 第４回障害者施策推進協議会開催（最終案）

※骨子案、素案および最終案について、県議会常任委員会に報告するものとする



２ 次期プランの骨格

▼基本理念

9

「県民一人ひとりが輝ける健やかな滋賀の実現」〜みんなとまちで生きる、みんなでいっしょに働く〜

「人」と「まち」を起点に考える

「ひと」
既存の制度を前提とした発想ではなく、実際に支援を必要とし

ている「ひと」、支援を担う「ひと」を起点に考えます。

「まち」
障害のある人への福祉、支援という発想だけでなく、高齢者や

子ども等の様々な人が共に暮らす「まち」づくりを起点に考えま
す。

すべての人が基本的人権を尊重され、地域でともに暮らし、ともに育ち・学び、ともに働き、ともに活動する」
「その人らしく」

「いつでも」
「誰でも」

「どこでも」
「みんなで取り組む」

の５つの視点から施策を進める
※「いつでも」には災害時や新型コロナウイルス等の感染症流行時を含む

▼基本目標

→基本的な構成は、「滋賀県障害者プラン2021」を継承

・基本理念、基本目標、基本的な施策の構成（共生社会づくり、ともに暮らす etc.）



２ 次期プランの骨格
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基本目標の実現に向け、基本的な施策の方向性を示すために、「①共生社会づくり」、「②ともに暮らす」、「③ともに

育ち・学ぶ」、「④ともに働く」、「⑤ともに活動する」の５つの施策領域ごとに、滋賀県の障害福祉の現状を踏まえ、あ

るべき姿や、施策の方向性等を構築します。

⑤ともに活動する

③ともに育ち・学ぶ ④ともに働く

①共生社会づくり

②ともに暮らす

不当な差別的取扱いをされることなく、合理的配慮が受けられる

必要な支援を受けながら日常生活等で意思決定することができる

必要な情報を受け取り発信することができる

物理的・社会的な障壁が解消され移動等の制限を受けないどのような社会環境（新

型コロナウイルス等感染

症流行時も含む）におい

ても早期に障害等の状況

が確認され、ライフステー

ジに応じた発達支援が受

けられる

障害のある子を持つ親が

安心して子育てをできる

どのような社会環境にお

いても障害の有無にかか

わらず「インクルーシブ教

育」が実現されている

気軽にスポーツを体験

したり継続したり競技

力を高められる

文化芸術を楽しむため

の配慮がされている

造形活動や表現活動を

体験したり継続したり

発表の機会がある

余暇を楽しんだり、本人

活動の機会が確保され

ている

生活の場の選択の機会が確保されている

いずれの生活場面（新型コロナウイルス等感染症流行時も含む）に

おいても適切な支援を受けられる

身近な地域で相談でき伴走的な相談支援を受けられる

障害の状況や特性に応じた医療が受けられる

災害時に避難や避難所において必要な支援が受けられる

働きを通じて、地域生活の経済的基盤が得られている

働くことが生きがいとなり、豊かな社会生活を営める

「働きたい」というニーズに応える支援が充実している

【各領域の関係性とあるべき姿（現行プランより）】
▼基本的な施策の構成
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２ 次期プランの骨格

あるべき姿

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

施策の方向性

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（１）フォーマットについて

・施策領域ごとにあるべき姿と施策の方向性等について右記の様式で示します。

・具体的な施策・取組等の示し方については、スライド12に記載しております。

（２）用語の意味付け

・あるべき姿…あるべき姿について明記

・施策の方向性…課題とそれを解決するための施策の方向性について包括的に表記

・現状…分野ごとの現状について表記

・課題…分野ごとの課題について表記

現状
(権利擁護)

■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(意思疎通支援）

■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

・
・
・
・

課題
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)共生社会づくり

(案）障害者プラン基本フォーマット

▼障害者プランの基本フォーマット①
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２ 次期プランの骨格

施策の方向性

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

○ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（１）フォーマットについて

・領域ごとに施策の方向性に基づき、具体的な施策・取組、成果目標・成果指標について

右図の様式で示します。

・なお、令和14年度（2032年度）までに重点的に取り組む施策については、【重点的取組】と付記

して示します。
（１）差別をなくし権利が守られるために

① 障害者差別の解消と障害者理解の促進
(ア）障害者差別の解消と障害者理解の促進【重点的取組】
・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

・
・
・

(エ）障害の理解の促進
・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

・
・
・

(1)共生社会づくり

(案）障害者プラン基本フォーマット

▼障害者プランの基本フォーマット②
Ⅲ 具体的な施策



（再掲）

①県障害者施策推進協議会を年４回実施し、次期プラン策定の進捗管理を確実に行う。

②策定にあたり、障害当事者による現行プランの評価および次期プランの内容等に関する意見聴取を確実に行う。

・各当事者団体・関係団体に現プランの評価や新プランに盛り込むべき内容等を聴取

・骨子案の段階と、原案の段階（県民政策コメント）で意見照会

③滋賀県障害者自立支援協議会（および各地域自立支援協議会）によるこれまでの議論の取りまとめを現行プランの評価に活用

する。

④また、次期プランの内容等に関する検討においては、既存の審議会や滋賀県障害者自立支援協議会の各部会などを積極的に活

用する。

⑤それ以外の重点分野については、障害者施策推進協議会内に検討の小委員会を設置し、議論を深めていただく。

３ 進め方について

13

→小委員会等は、スライド14～を参照



分 野 会議等の名称 庁内関係部局

(1) 障害者差別、権利擁護 〇共生社会づくり委員会

(2) 住居
〇県自立支援協議会（相談支援ネットワーク部会）
〇県居住支援協議会

・住宅課

(3) 医療的ケア児 〇医療的ケア児・者に関する協議会

(4) 発達障害 〇県発達障害者支援地域協議会

(5) 高次脳機能障害 〇高次脳障害連絡推進会議

(6) ひきこもり 〇ひきこもり支援のチーム会議

(7) 精神障害 〇精神保健福祉審議会

(8) 事業所運営 〇県自立支援協議会（行政部会）

(9) 難病 〇難病対策推進協議会 ・健康しが推進課

(10) 就労 〇自立支援協議会（就労部会）

(11) スポーツ 〇県スポーツ推進審議会 ・スポーツ課

(12) 文化芸術 〇県障害者文化芸術活動推進計画懇話会 ・文化芸術振興課

(13) 読書 〇「滋賀県読書バリアフリー計画」検討懇話会 ・生涯学習課

▼既存会議体一覧

以下の分野については、以下の会議体を活用し、次期障害者プランの検討等を行う。

14
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会議体 主に検討いただく項目（重点施策・障害福祉計画・障害児福祉計画）

(1) 共生社会づくり委員会
【１.共生社会づくり】
(1)①障害者差別の解消と障害者理解の促進P25,(1)②権利擁護の推進P27,(2)①意思決定支援の推進P29

(2) 県自立支援協議会（相談支援ネットワーク部会）
県居住支援協議会

【2.ともに暮らす】
(1)①地域における住まいの場の確保P36,(1)②障害者支援施設や精神科病院からの地域移行の促進P37,
(1)③地域生活を支える相談支援体制の充実P39

(3) 医療的ケア児・者に関する協議会
【2.ともに暮らす】
(2) ①重症心身障害児者および医療的ケア児者への支援の充実P44

(4) 県発達障害者支援地域協議会

【2.ともに暮らす】
(2) ③発達障害のある人への支援の充実P45

【5.ともに活動する】
(3)①障害のある人の本人活動や交流への支援P93

(5) 高次脳機能障害連絡推進会議
【2.ともに暮らす】
(2)⑤高次脳機能障害のある人への支援の充実P50

(6) ひきこもり支援のチーム会議
【2.ともに暮らす】
(2)⑨ひきこもり状態にある人への支援の充実P53

(7) 精神保健福祉審議会
【2.ともに暮らす】
(3)①障害の状況に応じた専門的な医療の提供と障害の特性に配慮された診療体制の充実P54
■依存症（アルコール依存症・薬物依存症・ギャンブル等依存症等）

(8) 県自立支援協議会（行政部会）

(9) 難病対策推進協議会

(10) 県自立支援協議会（就労部会）
【4.ともに働く】
(1)②雇用の場の確保および拡大 P81,(1)③就労移行支援と職場定着支援の充実P82
(2)②就労収入の向上P84,(4)①働き・暮らし応援センターをはじめとする就労・生活支援ネットワークの充実P86

(11) 県スポーツ推進審議会
【5.ともに活動する】
(1)①障害のある人のスポーツの推進P88

(12) 県障害者文化芸術活動推進計画懇話会
【5.ともに活動する】
(1)②障害のある人の文化芸術活動の推進P89

(13)「滋賀県読書バリアフリー計画」検討懇話会
【5.ともに活動する】
(1)③障害のある人の読書活動の推進P91 

▼既存会議体一覧

※上記については、重点施策を記載

各会議体と現障害者プランの関係性は以下のとおり。
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現行プランの評価や次期プランを策定するための協議のために、現行プランの体系をベースに、以下の７分野の小委員会を設置します。委

員構成については１分野５～７名程度とし、障害当事者の参加、施策推進協議会の委員の参加、ジェンダーバランス等を考慮して選定させて

いただきました。

分 野 県庁内関係部局

（1）手話施策推進・意思疎通支援

(2) 強度行動障害

（3) 高齢障害 医療福祉推進課

(4) 災害時対応・防災
健康福祉政策課
防災危機管理局
健康しが推進課

(5) 人材育成・確保 医療福祉推進課

(6) ロボット・ICT

（7) 障害児（教育） 特別支援教育課

▼小委員会（ワーキングチーム）の設置
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分 野 主に検討いただく項目（重点施策、障害福祉計画・障害児福祉計画）

（1）手話施策推進・意思疎通支援

(2) 強度行動障害
【2.ともに暮らす】
(2)②行動障害のある人への支援の充実 P45

（3) 高齢障害
【2.ともに暮らす】
(2)⑦高齢障害者への支援の充実 P51

(4) 災害時対応・防災
【2.ともに暮らす】
(4)①防災体制の充実 P61

(5) 人材育成・確保
【ともに暮らす】
(5)②滋賀県介護・福祉人材センター等による人材の確保、育成、定着の一体的な推進 P64

(6) ロボット・ICT
【2.ともに暮らす】
(5)②滋賀県介護・福祉人材センター等による人材の確保、育成、定着の一体的な推進 P64

（7) 障害児（教育）

【3.ともに育ち・学ぶ】
(1)②重症心身障害児や医療的ケア児、難聴児に対する支援体制の強化 P68
(1)③ライフステージに応じた切れ目のない支援の強化 P70
(2)①切れ目のない指導・支援 P71
(3)①教育と福祉の連携推進 P78

▼小委員会一覧

※上記については、重点施策を記載

各小委員会と現障害者プランの関係性は以下のとおり。



補足資料
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〇 共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できる
よう支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定める。

Ⅰ 基本理念（計画の目的）

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進
２．安心・安全な生活環境の整備 ８．教育の振興
３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ９．雇用・就業、経済的自立の支援
４．防災、防犯等の推進 10. 文化芸術活動・スポーツ等の振興
５．行政等における配慮の充実 11. 国際社会での協力・連携の推進
６．保健・医療の推進

Ⅲ 各論の主な内容（11の分野）

１．条約の理念の尊重及び整合性の確保 ４．障害特性に配慮したきめ細かい支援
２．共生社会の実現に資する取組の推進 ５．障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進
３．当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 ６．PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進

Ⅱ 横断的視点

Ⅳ おわりに（～今後に向けて～）

〇 本基本計画は、障害者を必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体的として捉えた上で、施
策を総合的・計画的に推進することで、条約が目指す社会の実現につなげる。加えて、障害者への偏見や差別の払拭、「障害の社
会モデル」等障害者の人権の確保の上で基本となる考え方等への理解促進に取り組み、多様性と包摂性のある社会の実現を目指す
ことが重要であり、政府において各分野の施策を実施する。

【補足①】第５次障害者基本計画（令和５年度～令和９年度）の概要

→スライド20以降に詳細
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２．安全・安心な生活環境の整備

○移動しやすい環境の整備、まちづくりの総合的な推進
・公共交通機関や多数の者が利用する建築物のバリアフリー化
・接遇ガイドライン等の普及・啓発等の「心のバリアフリー」の推進
・歩道が設置されていない道路や踏切道の在り方について検討、信号

機等の整備
・国立公園等の主要な利用施設のバリアフリー化や情報提供の推進

３．情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上及び意思疎通支援の充実

○障害者に配慮した情報通信・放送・出版の普及、意思疎通支援の
人材育成やサービスの利用促進

・情報アクセシビリティ・コミュニケーション施設推進法に基づく
施策の充実

・公共インフラとしての電話リレーサービス提供の充実
・手話通訳者や点訳者等の育成、確保、派遣

４．防災、防犯等の推進

○災害発生時における障害特性に配慮した支援

・福祉避難所、車いす利用者も使える仮設住宅の確保
・福祉・防災の関係者が連携した個別避難計画等の策定、実効性
の確保

・障害特性に配慮した事故や災害時の情報伝達体制の整備

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

○社会のあらゆる場面における障害者差別の解消

・家族に対する相談支援や障害福祉サービス事業所等における虐待
防止委員会の設置等、虐待の早期発見や防止に向けた取組

・障害福祉サービスの提供に当たり、利用者の意思に反した異性介
助が行われることがないよう、取組を推進

・改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組等の推進

各論の主な内容

５．行政等における配慮の充実

○司法手続や選挙における合理的配慮の提供等
・司法手続（民事・刑事）における意思疎通手段の確保
・障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実、投票
機会の確保

・国家資格試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的
配慮の提供

6．保健・医療の推進

○精神障害者の早期退院と地域移行、社会入院の解消
・切れ目のない退院後の精神障害者への支援
・精神科病院に入院中の患者の権利擁護等のため、病院を訪問して
行う相談支援の仕組みの構築

・精神科病院における非自発的入院のあり方及び身体的拘束等に関
する課題の整理を進め、必要な見直しについて検討
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８．教育の振興

○インクルーシブ教育システムの推進・教育環境の整備
・自校通級、巡回通級の充実をはじめとする通級による指導の一層の普

及
・教職員の障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組

の推進
・病気療養児へのICTを活用した学習機会の確保の促進

９．雇用・就業、経済的自立の支援

○総合的な就労支援
・地域の関係機関が連携した雇用前・後の一貫した支援、就業・生活両

面の一体的な支援
・雇用・就業施策と福祉施策の組合せの下、年金や諸手当の支給、税制

優遇措置、各種支援制度の運用
・農業分野での障害者の就労支援（農福連携）の推進

10. 文化芸術活動・スポーツ等の振興

○障害者の芸術文化活動への参加、スポーツに親しめる環境の整備
・障害者の地域における文化芸術活動の環境づくり
・日本国際博覧会（大阪・関西万博）の施設整備、文化芸術の発信
などの環境づくり

・障害の有無に関わらずスポーツを行うことのできる環境づくり

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進

○意思決定支援の推進、相談体制の構築、地域移行支援・在宅サービス
等の充実

・ヤングケアラーを含む家族支援、サービス提供体制の確保
・障害のあるこどもに対する支援の充実

各論の主な内容

11. 国際社会での協力・連携の推進

○文化芸術・スポーツを含む障害者の国際交流の推進
・障害者分野における国際協力への積極的な取組
・障害者の文化芸術など日本の多様な魅力を発信
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＜差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止＞

第５次障害者基本計画 主な成果目標

指 標 現状値（直近値） 目標値

障害者差別解消法の地
域協議会の組織率

55.9％(一般市町村）
(2021年４月）

80%以上（同左）
（2027年度）

＜安全・安心な生活環境の整備＞

(注１）鉄軌道駅及びバスターミナルについては、平均利用者数が3,000人/日以上の施設及び2,000人/日以上3,000人/日
未満で重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた施設、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについ
ては、平均利用者数が2,000人/日以上の施設を対象。なお、鉄軌道駅の現状値については、平成30年３月に改正
された公共交通移動等円滑化基準の改正前の基準をもって適合率を算定

(注２）公共交通移動等円滑化基準の適用除外の認定を受けた車両は母数から除外
(注３）視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要と認められる部分が対象

指 標 現状値（直近値） 目標値

一定旅客施設のバリアフリー化率
（注１）

94.5％（段差解消）
（2020年度）

80%以上（同左）
（2027年度）

ノンステップバスの導入率（注２） 63.8% (2020年度） 約80％（2025年度）

福祉タクシー導入台数 41,464台
(2020年度）

約90,000台
(2025年度）

音響信号機及びエスコートゾーン
の設置率（注３）

50.8％
（2021年度）

原則100%
(2025年度）

<情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実＞

指 標 現状値（直近値） 目標値

ICTサポートセンターを設
置している都道府県数

３１都道府県
(2022年度）

全都道府県
（2024年度）

電話リレーサービスの普
及状況（利用登録者数）

１万1,275人
（2022年末）

前年度比増
（2027年度）

<保健・医療の推進＞

指 標 現状値（直近値） 目標値

障害者の雇用率達成企業
の割合

47%
(2021年６月）

56%
（2027年度）

障害者就労施設等の物品
等優先購入実績

199億円
（2020年度）

前年度比像
（2027年度）

<雇用・就業・経済的自立の支援＞

指 標 現状値（直近値） 目標値

精神病床での1年以上の長
期入院患者数

約17.1万人
(2020年度）

13.8万人
（2026年度）

都道府県の難病診療連携
拠点病院の設置率

93%
（2021年度）

100%
（2027年度）

<文化芸術活動・スポーツ等の振興＞

指 標 現状値（直近値） 目標値

障害者の週１回以上の
スポーツ実施率

31%（成人）
41.8%(若年層※７～19歳）

（2021年度）

40%程度（成人）
50%程度（若年層）

（2026年度）

<教育の振興＞

指 標 現状値（直近値） 目標値

個別の指導計画等の作成を必要と
する児童等のうち、実際に個別の
指導計画等が作成されている児童
の割合

90.9%（指導計画）
84.8%（教育支援計画）

(2018年度）

おおむね100％
（2027年度）

公立小中学校等施設におけるス
ロープ等による段差解消の割合

78.5%(門から建物まで）
57.3%(昇降口・玄関等から教室

等まで）（2020年度）

全ての学校に整備
（2025年度）
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〇 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
〇 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害者福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
〇 基本指針は、令和８年３月３１日に告示。計画期間は令和９年４月～令和12年３月。

１.基本指針について

【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関
する基本的事項

一 基本理念
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
三 相談支援に関する基本的考え方
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
五 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のた
めの生産性向上に関する基本的考え方【新規】

２．本指針の構成

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る
目標（成果目標）

一 福祉施設の入所者の地域生活の移行
二 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築
三 福祉施設から一般就労への移行等
四 障害児支援の提供体制の整備等
五 地域生活支援の充実
六 相談支援体制の充実・強化等
七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のため
の生産性向上【新規】

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する
事項

四 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援
等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 障害者等に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の文化芸術、スポーツ等による社会参加等の促進
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
五 障害を理由とする差別の解消の推進
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所におけ
る利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実



第一の一 基本的理念

① 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
② 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元

的な障害福祉サービスの実施等
③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支

援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
④ 地域共生社会の実現に向けた取組
⑤ 障害児の健やかな育成のための発達支援
（第一の五へ移動）

⑥ 障害者の社会参加を支える取組定着

第一の二
障害福祉ｻｰﾋﾞｽの提供体制の確保に関する基本的考え方

① 訪問系サービスの保障
② 日中活動系サービス等の保障
③ ＧＨ等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進
⑤ 強度行動障害の状態にある者及び難病患者等に対する支援体

制の充実
⑥ 高次脳機能障害者に対する支援
⑦ 依存症対策の推進

第一の一 基本的理念

① 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
② 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元

的な障害福祉サービスの実施等
③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支

援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
④ 地域共生社会の実現に向けた取組
⑤ 障害児の健やかな育成のための発達支援
⑥ 障害福祉人材の確保・定着
⑦ 障害者の社会参加を支える取組定着

第一の二
障害福祉ｻｰﾋﾞｽの提供体制の確保に関する基本的考え方

① 訪問系サービスの保障
② 日中活動系サービスの保障
③ ＧＨ等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進
⑤ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支

援体制の充実
（新設）

⑥ 依存症対策の推進

24

【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項にかかる新旧対照



第一の三
相談支援の提供体制確保に関する基本的考え方

① 相談支援体制の充実・強化
② 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
③ 発達障害者等に対する支援
④ 協議会の設置等

第一の三
相談支援に関する基本的考え方

① 相談支援体制の充実・強化
② 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
③ 発達障害者等に対する支援
④ 協議会の設置等

第一の四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

① 地域支援体制の構築
② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
③ 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進
④ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
（重心、医療的ケア、強度行動障害、虐待）

⑤ 障害児相談支援の提供体制の確保
（新設）

第一の四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

① 重層的な支援体制の構築
② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
③ 地域社会への参加・インクルージョンの推進
④ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
（重心、医療的ケア、強度行動障害、虐待）

⑤ 障害児相談支援等の提供体制
⑥ 障害児支援における人材育成の推進

第一の五
障害福祉人材の確保・定着、当事者支援に立ったケアの充実
のための生産性向上に対する基本的な考え方

① 障害福祉人材の確保・定着
② 当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上

（新設）

①第一の一の⑥から移動
（新設）
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【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項にかかる新旧対照



１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行

①福祉施設入所者のうち、地域生活に移行する者の人数
②県内障害者支援施設における入所定員数（県立施設を除く）
③県外福祉施設入所者のうち、県内での生活を実現する者の人数
【県独自】

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行

①福祉施設入所者のうち、地域生活に移行する者の人数
②県内障害者支援施設における入所定員数（県立施設を除く）
③県外福祉施設入所者のうち、県内での生活を実現する者の人数
【県独自】

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

①精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均
生活日数

②精神病床における一年以上長期入院患者数
・精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数
・精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数
・精神病床における75歳以上の1年以上長期入院患者数
③精神科入院後３か月時点の退院率
④精神科入院後６か月時点の退院率
⑤精神科入院後１年時点の退院率

（新設）

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

①精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均
生活日数

②精神病床における一年以上長期入院患者数
・精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数
・精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数
・精神病床における75歳以上の1年以上長期入院患者数

（削除）

③【新】精神病院への30日以上の再入院率
・退院後90日時点の再入院率
・退院後180日時点の再入院率
・退院後365日時点の再入院率
④【新】心のサポーター数
⑤【新】住民のこころの状態（k6）
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【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

第二 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標（成果目標）にかかる新旧対照



３ 福祉施設から一般就労への移行等

①福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、
令和８年度中に一般就労に移行する者

②就労定着支援事業の利用者数
③就労定着支援事業所ごとの就労定着率（過去６年間において就労
定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に
４２月以上７８月未満の期間継続して就労している者または就労
していた者の占める割合）

④就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の割
合が５割以上の事業所の割合

⑤地域の就労支援ネットワークの強化、雇用や福祉等の関係機関が
連携した支援体制の構築推進のための協議会の活用

（新設）

３ 福祉施設から一般就労への移行等

①福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、
令和11年度中に一般就労に移行する者

②就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率
③就労定着支援事業所ごとの就労定着率（過去６年間において就労
定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に
４２月以上７８月未満の期間継続して就労している者または就労
していた者の占める割合）

④就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の割
合が５割以上の事業所の割合

⑤地域の就労支援ネットワークの強化、雇用や福祉等の関係機関が
連携した支援体制の構築推進のための協議会の活用

⑥【新】協議会設置圏域ごとに就労選択支援事業所を設置。令和11
年度の就労選択支援利用者を82,000人以上
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【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

第二 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標（成果目標）にかかる新旧対照



４ 障害児支援の提供体制の整備

①重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援セン
ターの設置

②障害児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築
③難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
④重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デ
イサービス事業所の確保

⑤医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置およびコー
ディネーターの配置

⑥医療的ケア児支援センターの設置
⑦障害児入所施設の入所児童が大人にふさわしい環境へ円滑に移行
するための移行調整に係る協議の場の設置

⑧医療的ケア児等のレスパイトサービスの充実【県独自指標】
（新設）

４ 障害児支援の提供体制の整備

①重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援セン
ターの設置

②障害児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築
③難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
④重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デ
イサービス事業所の確保

⑤医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置およびコー
ディネーターの配置

（削除）
⑥障害児入所施設の入所児童が大人にふさわしい環境へ円滑に移行
するための移行調整に係る協議の場の設置

⑦医療的ケア児等のレスパイトサービスの充実【県独自指標】
⑧【新】障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保
⑨【新】強度行動障害の状態にある児の支援のための体制の整備

５ 地域生活支援の充実

①地域生活支援拠点等が有する機能の充実
②強度行動障害を有する者に関する各市町または圏域における支援
体制の整備

５ 地域生活支援の充実

①地域生活支援拠点等が有する機能の充実
②強度行動障害を有する者に関する各市町または圏域における支援
体制の整備
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第二 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標（成果目標）にかかる新旧対照

【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント



６ 相談支援体制の充実・強化等

①総合的・専門的な相談支援の実施および基幹相談支援センターの
設置

②協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開
発・改善等

（新設）
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６ 相談支援体制の充実・強化等

①総合的・専門的な相談支援の実施および基幹相談支援センターの
設置

②協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開
発・改善等

③【新】（仮）のぞまないセルフプランの件数をゼロ

（新設） ７【新】障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケア
の充実のための生産性向上

①【新】人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置
②【新】生産性向上等に向けた関係者の連携を図る協議会の設置
③【移】都道府県における相談支援専門員研修等の実施

８ 障害福祉サービス等の質を向上させる取組を実施する体制
を構築

①下記の障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する
事項を実施する体制を構築

・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用
・計画的な人材養成の推進
・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
・指導監査結果の関係市町との共有
（新設）

８ 障害福祉サービス等の質を向上させる取組を実施する体制
を構築

①下記の障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する
事項を実施する体制を構築

・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用
（移動）

・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
・指導監査結果の関係市町との共有
②【新】（仮）管内事業所の情報の公表率および更新率を100％

第二 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標（成果目標）にかかる新旧対照

【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント
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【補足②】(障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる）国の基本指針の主なポイント

①施設入所者の地域生活への移行等

（新規事項）
〇施設における居室の個室化等の取組状況
〇意向確認担当者の地域生活への移行に向けた支援回数

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

（新規事項）
〇心のサポーター養成研修実施回数
〇精神保健福祉相談員講習会等の実施回数
〇精神障害者の短期入所の利用者数

⑥【新】高次脳機能障害者に対する支援

（新規事項）
〇高次脳機能障害者支援センターの設置箇所数
〇高次脳機能障害者支援地域連絡協議会の開催回数
〇高次脳機能障害者支援センターにおける支援コーディネーターの配置
人数

〇高次脳機能障害者支援センターにおける相談件数
〇高次脳機能障害者支援センターの外部機関や地域住民への研修、啓発
の件数

⑧相談支援体制の充実・強化等

（新規事項）
〇都道府県における相談支援の体制整備の取組

⑨障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの
充実のための生産性向上

（新規事項）
〇都道府県ごとに設置された人材確保等に関するワンストップ窓口にお
いて、障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上に関する支援を利用
した事務所数

〇指定権者ごとに福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している事業所
の割合

新規活動指標一覧


